
2025年度 須坂市こども誰でも通園制度ご利用の手引き2025年12月版



こども誰でも通園制度の利用を希望する保護者様

須坂市教育委員会子ども課

【１】お手続きの流れについて
(1) 利用認定申請・・・・詳しくは下記【２】をご参照ください。
(2) 初回利用面談・・・・詳しくは下記【３】をご参照ください。
(3) 施設利用・・・・・・・・詳しくは下記【４】をご参照ください。
(4) 利用料のご精算・・詳しくは初回利用面談時に園へご確認ください。

【２】利用申請方法について
　子ども課窓口にて、こども誰でも通園制度利用申請書（様式第１号）をご提出ください。
いただいた利用申請内容について審査し、結果は書面で通知します。
なお審査結果の受取方法は【　園経由で手交　・　子ども課窓口で手交　・　郵送　】からお選びいただけます。
※郵送の場合、受理日から発送までに１週間程度お時間をいただきます。郵送以外の場合は通常２～３営業日程度でお渡ししています。
※初回利用面談の際に認定通知書が必要となります。

【３】施設の利用には「初回利用面談」が必要です
　認定後、利用を希望する施設で初回利用面談を行います。
初回利用面談では園の利用方法や利用料金についての説明、児童についてヒアリング等を行う予定です。
[image: ]認定完了後、以下のとおりご対応ください。
1 利用を希望する施設へ連絡
※園を経由して認定通知を受け取る場合は、園から保護者へ連絡します。
※施設の連絡先等は須坂市ホームページ「こども誰でも通園制度のご利用について」（右記二次元バーコード）からご確認ください
2 事前利用面談日時の調整
面談日時：　　　　月　　　　日（　　）　　　　　時から　　　　面談場所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3 園へ訪問し事前利用面談
面談にあたっては、須坂市が発行した「利用認定通知書」を必ず持参してください。
※園を経由して認定通知を受け取る場合は、園にてご準備しています。

【４】施設の利用
　初回面談後、面談した施設でこども誰でも通園制度をご利用いただけます。
【５】ご利用にあたっての注意点
1 本制度の利用可能時間は、ひと月あたり10時間までです。
お迎えが遅くなった等の理由で10時間を超えてしまった場合は本制度の対象外となります。
· 園で別途定める追加料金等がかかる恐れがあります。詳細は園へご確認ください。
2 須坂市では以下のとおりキャンセルポリシーを定めています。
園や他の利用者の迷惑となりますので、無断でのキャンセルはおやめください。
	
	前開園日17時
までのキャンセル
	前開園日17時
以降のキャンセル
	利用開始予定時刻
から登園が遅れた場合
	利用終了予定時刻
からお迎えが遅れた場合

	利用料金
	かからない
	かからない
	利用予定時刻から利用料金を計算
	実際の利用終了
時刻分まで計算

	利用可能枠
（月10時間）
	消費なし
	消費あり
	利用開始予定時刻から計算開始
	実際の利用終了
時刻分まで計算

	実費費用
（給食、おやつ等）
	かからない
	かかる
	―
	―


· 可能枠の計算は30分単位とし、１回の利用時間が１時間に満たない場合は１時間へ切り上げ、
１時間以上の利用で端数が生じた場合は30分単位で切り上げとします。
3 「市の交付金事業」から「国の給付制度」へ切り替わるため、本制度の認定期日は2026年３月末まで（３月末までに満３歳を迎える児童の場合は、誕生日の前々日まで）となります。
2026年度以降も利用を継続するためには、「こども誰でも通園制度総合支援システム」への登録が必要です。登録方法については2026年３月頃にご案内予定です。
4 本制度の認定を受けたのち、以下に該当した場合は、本制度をご利用いただけません。子ども課または園へ必ずご報告ください。
· 須坂市外へ転出したとき
· 保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業等に入園するとき（入園前月までで認定終了）
※上記に該当したにも関わらず申告がなく、利用を継続していた等の場合には、市から園へ支払いを行った補助額等を補償していただきます。
5 市内転居等の場合には、変更届の提出が必要となります。子ども課または園へご相談ください。
担  当　須坂市教育委員会子ども課　児童保育所係
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